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排出量取引入門 

東京都環境局 

平成２８年８月 



本説明会の内容 

１．排出量取引制度の概要 

 （１）排出量取引の基本的な事柄 

 （２）削減量口座簿とは 

 （３）排出量取引の例 

２．排出量取引に係る各種手続 

３．第２計画期間で実施が予定されている事項 

４. 総量削減義務と排出量取引システムについて 

５．関係資料の掲載場所 
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１－（１）排出量取引の基本的な事柄 

１ 排出量取引制度の概要 

ＣＯ２ 



●東京都の温室効果ガス排出量目標  「2020年までに、25%削減（2000年比）」 

  ・2006年12月「10年後の東京」において設定 

●東京都のエネルギー消費量目標    「2020年までに20％、 

                                                               2030年までに30％削減（2000年比）」 

  ・2014年12月「東京都長期ビジョン」において設定 

●東京都の温室効果ガス排出量目標    「2030年までに30％削減（2000年比）」 

  ・2016年3月「東京都環境基本計画」において設定 

●東京都のエネルギー消費量目標    「2030年までに38％削減（2000年比）」 

  ・2016年3月「東京都環境基本計画」において設定 

省エネルギー・エネルギーマネジメントの推進により、エネルギー利用の高効率化・ 

最適化が進展し、エネルギー消費量の削減と経済成長が両立した、持続可能な都市が実現して
いる。 

産業・業務部門においては、事業者規模の大小にかかわらず、設備機器の効率的な運用・高効
率化が進むとともに、低炭素なエネルギーの選択行動がとられている。 

 

あるべき姿 

目標 

 東京都の気候変動対策~温室効果ガスの総量削減目標~ 
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１（１）排出量取引の基本的な事柄 



業務・産業 

部門 

約４６％ 

家庭部門 

約３０％ 

運輸部門 

 約２１％ 

大規模事業所への「総量削減義務」の実施 

中小規模事業所の省エネを促進 

家庭の節電・省エネを進める 

●家庭用燃料電池の普及促進  など  

自動車部門のＣＯ２削減 

●燃料電池車、電気自動車など次世代自動車の普及促進 

 

約5060万㌧ 

●地球温暖化対策報告書制度 
●中小テナントビルの省エネ改修支援 

環境都市づくり制度の導入・強化 

●交通・輸送における省エネルギー対策の推進  など 

大規模 

事業所 

約４割 
（約1300） 

中小規模 

事業所 

約６割 
（約63万） 

●新築建築物の環境性能の評価と公表 

●マンション環境性能表示 

●大規模都市開発での省エネ性能の条件化、 

 地域でのエネルギーの有効利用 など 

●既存住宅の断熱性能の向上、太陽光発電・太陽熱利用の促進 

 

都ＣＯ２排出量（部門別割合）※ 

※2013年度速報値（2000年度係数固定）より部門別割合を算出 

●総量削減義務と排出量取引制度 

 東京都の気候変動対策 ~部門別の対策~ 
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１（１）排出量取引の基本的な事柄 



●オフィスビル等を対象とする世界初 
   の都市型のキャップ＆トレード制度 
 
●高効率機器への更新や運用対策の推進 
 など、自らの事業所で削減対策を推進 
 
●自らの削減対策に加え、排出量取引 
 での削減量の調達により、合理的に 
 対策を推進することができる仕組み 
 
●大規模事業所間の取引に加え、各種 
 クレジットの活用が可能 
 

 総量削減義務と排出量取引制度 ~制度概要~ 
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１（１）排出量取引の基本的な事柄 



● 総量削減義務の履行期限 
  計画期間終了後、１年6ヶ月間の整理期間の後、履行期限となる。 

● 削減計画期間：５年間 
第１計画期間：2010～2014年度 
第２計画期間：2015～2019年度 
 

整理期間 

2010年度 2011年度 2012年度 2015年度 2014年度 2013年度 

計画期間 

履行期限 
2016年9月末 

2016年度 

□第１計画期間の整理期間は2015年4月～2016年9月末 

□第２計画期間の整理期間は2020年4月～2021年9月末 

 ※ 削減義務量及び年度排出量確定時点で、整理期間の終了まで180日以下の場合は、 
     それらの確定後180日を経過した日が履行期限となる。 

 

第１計画期間の履行期限 

2015年度 2016年度 2017年度 2020年度 2019年度 2018年度 

履行期限 
2021年9月末 

2021年度 

第２計画期間の履行期限 

 総量削減義務と排出量取引制度  ~削減計画期間~ 
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１（１）排出量取引の基本的な事柄 



● 対象  約1,300 事業所 
● 削減義務率 

区 分 第１計画期間 第２計画期間 

Ⅰ-1 
オフィスビル等※１と地域冷暖房施設 
（「区分Ⅰ-2」に該当するものを除く。） 

８％ １７％ 

Ⅰ-2 
オフィスビル等※１のうち、他人から供給された 
熱に係るエネルギーを多く利用している※２事業所 

６％ １５％ 

Ⅱ 
区分Ⅰ-1、区分Ⅰ-2以外の事業所 
（工場等※３） 

６％ １５％ 

※１ オフィスビル、官公庁庁舎、商業施設、宿泊施設、教育施設、医療施設等 

※２ 事業所の全エネルギー使用量に占める他人から供給された熱に係るエネルギーの割合が20%以上 

※３ 工場、上下水施設、廃棄物処理施設等 

《新たに特定地球温暖化対策事業所となる事業所の削減義務率》             

● 第２計画期間中に新たに特定地球温暖化対策事業所となる事業所は、第１期と同等の削減義務率を適用 

● 第１計画期間の途中から特定地球温暖化対策事業所となる事業所は、特定地球温暖化対策事業所に 

  なってから５年間は第1期の削減義務率を適用し、第２期の残りの期間は第２期の削減義務率を適用 

 総量削減義務と排出量取引制度  ~削減義務率~ 
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１（１）排出量取引の基本的な事柄 
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総量削減義務の内容 

基準排出量 削減義務率 × 削減義務量 
 
 

 
 

５年間の排出量を、上記で定まる排出可能上限量以下に 

≧ 
削
減
義
務
履
行 

第二計画期間 
 2015    ‘16    ‘17    ‘18    ‘19    年度 

（例）「基準排出量」：10,000 t 

    第二計画期間の削減義務率：▲１７％削減 の場合 

 2015    ‘16    ‘17    ‘18    ‘19    年度 
第二計画期間 

１（１）排出量取引の基本的な事柄 

× 削減義務期間 

基準排出量 － 単年度削減義務量 ）× （ 削減義務期間 排出可能上限量 

５年間で排出可能な 

ＣＯ２排出量の限度 
 
41,500ﾄﾝ=(8,300㌧  
(10,000ﾄﾝ×▲17%)×5年間） 

削減義務量 

５年間の排出量の合計 

手法１：自らで削減する 
手法２：排出量取引を行う 

－17 % 
8,300 t 

10,000 t 
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排出量取引の位置付け 

取引は、削減不足量が確定してから検討すればよいというものではあ
りません。 

早い段階から、組織的な検討体制を構築して取引の必要性を判断し、
必要な場合は、取得のための準備を進めてください。  

「…事業所において経済的及び技術的に…実施可能な対策の実施により見込
まれる削減量を算定した後に、…不足する量について排出量取引を行うとい
う手順で検討するよう努めなければならない。」と対策実施を排出量取引よ
りも優先するよう決めているが、 

一方で、「検討の結果、排出量取引を実施する必要があると判断した場合に
は、取得する削減量の種類及び取得方法について検討し、計画的な取得に努
めるものとする。」としている。 

「地球温暖化対策指針」の規定 

 

☝ 

 

☝ 

１（１）排出量取引の基本的な事柄 



 

 “クレジット”とは削減対策の実施により得られる温室効
果ガスの削減量のこと 

 “クレジット”は５種類 

① 超過削減量 
② 都内中小クレジット 

③ 再エネクレジット 

④ 都外クレジット 

⑤ 埼玉連携クレジット 

排出量取引では“クレジット”が取引できる 

オフセットクレジット 

自らの削減義務量以上
に削減した場合に 

クレジットにできるもの 

  第一計画期間のクレジットは、一部の再エネクレジットを除
き第一及び第二計画期間の削減義務の履行に利用可能 

１（１）排出量取引の基本的な事柄 
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 排出量取引の結果は、東京都が管理する「総量削減義

務と排出量取引システム」という電子システムに記録する。 

 口座簿の記録は、申請等に基づき東京都が行う。 

 口座簿には２種類ある。 

           ①指定管理口座 

           ②一般管理口座 

            
 

排出量取引は、削減量口座簿上で行われる 

口座簿 

１（１）排出量取引の基本的な事柄 

11 



【指定管理口座とは】 

指定管理口座に記録される数値は、対象事業所の排出状
況を示す数値である。 

2016年10月1日時点で、指定管理口座を未開設の事業
所は、知事の職権により指定管理口座を開設し、開設通知
により通知する。 

 

排出量取引は、削減量口座簿上で行われる 

対象事業所 

指定管理口座 

事業所と対になるイメージ。 
ひとつの事業所に、ひとつの指定
管理口座を開設します。 
削減義務の履行状況を管理。 「所」の口座 

１（１）排出量取引の基本的な事柄 

12 



排出量取引は、削減量口座簿上で行われる 
【一般管理口座とは】 

クレジットを売却、購入する際（排出量取引）に必要となる。 

排出量取引を希望する場合に開設する。 

事業者（口座名義人） 

一般管理口座 

希望者が開設 
取引の記録を行う口座 

「者」の口座 

１（１）排出量取引の基本的な事柄 

13 



排出量取引の基本概念 

一般管理口座の開設 

削減義務達成 
超過削減量を発行できる 

クレジット購入希望！ 

 

\ 

指定管理口座の開設 指定管理口座の開設 

一般管理口座の開設 

事業所の義務履行状況を確認 

１（１）排出量取引の基本的な事柄 
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無償も可 



スケジュールの確認 
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計
画
期
間
の
義
務
履
行
期
限 

排出量取引の実施 

第二計画期間 整理期間 

１（１）排出量取引の基本的な事柄 

義
務
履
行
状
況
の
確
認 

５
年
分
の
排
出
量
の
確
定 

義
務
充
当 

超
過
見
込
み 

バ
ン
キ
ン
グ 

不
足
見
込
み 

措
置
命
令→
義
務
不
足
量×

 

倍
の
削
減
命
令 

1.3 

命令違反 

違
反
事
実
の
公
表 

知
事
が
不
足
量
の 

倍
を
調
達
し
、
そ
の
費
用
を
請
求 

罰
金
（
上
限
50
万
円
） 

1.3 

2021年 2020年 2019年 9月 

削減対策の実施 

2016年 

取
引
説
明
会 

計
画
書
提
出 

計
画
書
提
出 

8月  11月 



16 

排出量取引をするための４つのステップ 
 
 

１．削減量の確認  
     義務履行のためにクレジットを購入する必要があるのか、超過削減量の発行が見込める 

  のかを確認 

 

２．口座の開設 
  排出量取引をする場合、一般管理口座の開設と、指定管理口座との関連付けが必要 

 

３．調達先の確保 
  クレジットの購入先を早めに見つけることが必要 

 

4．計画的な取引の実施 
  クレジットはすぐに調達できるとは限らない。義務履行までの申請内容に応じて、計画的な手続 

  が必要 （申請によって約２～３ヶ月を要する場合がある。） 

１（１）排出量取引の基本的な事柄 

スケジュールの確認 
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都の排出量取引は相対取引である。 

取引価格は、取引する当事者同士の交渉・合意により
決定する。 

取引価格に対する上限価格、下限価格等の制約は特
にない。 

 取引について  

 

\ 
ＣＯ２ 

１（１）排出量取引の基本的な事柄 

17 
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 クレジットの販売先や購入先の見つけ方（１）  

電子システムの見積受付登録事業者照会を利用 

 見積受付登録事業者照会とは、電子システム内にある掲示板 

 クレジットを売りたい、買いたい方が、取引相手を探すために、 

 自らの情報を東京都のシステムに登録できる。 

                   ※一般管理口座を開設している場合に限る。 

 
 

１（１）排出量取引の基本的な事柄 
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 クレジットの販売先や購入先の見つけ方（２）  

民間のクレジット仲介業者、グリーンエネルギー証書の 

 発行事業者を利用 

 
排出量取引セミナー 
に出展したことのある 
クレジットの販売・仲介を 
行っている事業者の情報 
を公表している。 

１（１）排出量取引の基本的な事柄 
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公表データの利用 

• 「排出量取引実績等の情報」 

 購入希望の場合    

⇒クレジット発行事業者に問い
合わせてみる。 

 販売希望の場合     
⇒クレジット発行時にその情報を
公表してみる。 

 

• 「計画書のデータ」 

排出量データ等を計算し、販売
先、購入先候補を検討してみる。  

１（１）排出量取引の基本的な事柄 

 クレジットの販売先や購入先の見つけ方（３）  
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都が公表する価格情報（１） 

• 都が供給したオフセットクレジットの販売価格 

 （2015、2016年度の販売実績なし） 

• クレジットの移転申請書に記載される申告価格 

 （今年5月開催の取引セミナーにて加重平均値を公表）  

環境局のホームページで、取引価格の参考値を公表中 

１（１）排出量取引の基本的な事柄 
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都が公表する価格情報（２） 

• 東京都の調査による査定価格 

総量削減義務と排出量取引制度取引価格の査定結果について 

参考）2016年5月23日時点 

【重要な留意点】 ここで示す査定価格は標準的な取引が実施された場合に想定される約定価格の
推算値であり、取引形態、特に取引ロットの大小によって実際の取引価格はここで示す推算値と大き
く乖離する可能性がある。自然な考え方として、取引ロットが小さくなる程、価格は高くなると認識され
る。  

取引ロット： 
1,000ｔ-co2 

【査定価格とは】 本制度の対象事業者および利用可能なクレジットの供給事業者を対象にヒアリン
グ調査を実施し、それらがクレジット取引に対してどのような姿勢をとり、どのような取引を想定または
希望しているかを探った。その上で、得られた回答から標準的な取引が起こり得る価格帯を推察した。 

１（１）排出量取引の基本的な事柄 

環境局のホームページで、取引価格の参考値を公表中 
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１－（２）削減量口座簿とは 

１ 排出量取引制度の概要 

ＣＯ２ 



指定管理口座と一般管理口座の関連付けが必要 

指定管理口座と一般管理口座との間でクレジットが移転で
きるよう二つの口座を関連付ける必要がある。 

 

 

 

 

一般管理口座開設申請書に必要事項を記入することで、
指定管理口座と関連付けを申請できる。 

対象事業所 事業者 

（口座名義人） 

一般管理口座 指定管理口座 

「所」の口座 「者」の口座 つなげる 

１（２）削減量口座簿とは 

24 



指定管理口座 

（口座名義人：Ａ） 
（口座名義人：Ｂ） 

超過削減量 

Aの一般管理口座 

関連付けていない 

Bの一般管理口座 

関連付けている 

超過削減量 
ｵﾌｾｯﾄｸﾚｼﾞｯﾄ 

Cの一般管理口座 

指定管理口座と一般管理口座との間でクレジットが移転で
きるよう二つの口座を関連付ける必要がある。 

Aは関連付けていないため、 

クレジットをやりとりできない。 

× × 

Ｃは指定管理口座の口座名義
人・口座管理者ではないため、
関連付けできない。 
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１（２）削減量口座簿とは 

指定管理口座と一般管理口座の関連付けが必要 



口座の役割（削減量が余る場合） 

①超過削減を達成 

対象事業所 

指定管理口座 

一般管理口座 

100 
tCO2 

100 
tCO2 

②超過削減量を
発行 

③一般管理口座
へ移転 

④他の一般管理口座へ移転 

関連付け 

【ポイント】 
 指定管理口座は超過削減量の発行先である。 
 指定管理口座にある段階では、事業所の義務

履行状況を表す記録（数値）に過ぎない。 

【ポイント】 
 超過削減量は、一般管理口座へ移転することに
より、口座名義人に帰属する。 

 関連付けした一般管理口座に移転できる。 

 【ポイント】 
 超過削減量を他の事業所へ移転する場合は、
指定管理口座から一般管理口座へ移転する。 
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１（２）削減量口座簿とは 



対象事業所 

指定管理口座 
100 
tCO2 

100 
tCO2 

①ｸﾚｼﾞｯﾄを取得 

②指定管理口座へ移転 

③義務充当 

口座の役割（クレジットを義務履行に使用する場合） 

一般管理口座 

関連付け 

義務充当口座 

100 
tCO2 

知事の管理口座 

【ポイント】 
 義務充当は指定管理口座から行う。 

【ポイント】 
 指定管理口座へ移転することにより、財産権

性が失われ、事業所の記録（数値）となる。 

27 

１（２）削減量口座簿とは 

【ポイント】 
 一般管理口座はクレジットを取得する口座となる。 
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口座間の振替パターン 

パターン 移転の意味 

指定管理口座 

 ⇒ 一般管理口座 

・排出量取引の準備のための移転 

・指定管理口座に記録された超過削減量について、義務者
の間でクレジットの所有者を決めるための移転 

一般管理口座 

 ⇒ 一般管理口座 

・一般的な排出量取引 

・クレジットの所有者の記録が変更される。 

一般管理口座 

 ⇒ 指定管理口座 

事業所の義務を履行する（義務充当口座へ移転する）ため
に、まずその事業所の指定管理口座へ移転。一度、指定管
理口座に移転されたクレジットは、一般管理口座へ戻すこ
とはできない。 

指定管理口座 

 ⇒ 指定管理口座 
この移転はできない。 
必ず一般管理口座を経由しなければならない。 × 

１（２）削減量口座簿とは 

28 
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１－（３）排出量取引の例 

１ 排出量取引制度の概要 

ＣＯ２ 



発行と移転について 

①超過削減を達成 対象事業所 

指定管理口座 

一般管理口座 

100 
tCO2 

100 
tCO2 

②超過削減量100tCO2を発行 

③一般管理口座へ移転 

関連付け 

【ポイント】 
 発行及び移転は、それぞれに申請書が

必要である。 

振替可能削減量等発行等申請書 

振替可能削減量振替申請書 

④他社の一般管理口座へ移転 

１（３）排出量取引の例 

30 
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超過削減量の取引の例 

①超過削減を達成 

指定管理口座 

一般管理口座 

②超過削減量を発行 100 
tCO2 

100 
tCO2 

１ 

100 
tCO2 

100 
tCO2 

④対象事業者AとBの間で超過削減量を移転 

⑤指定管理口座
へ移転 

⑥義務充当 

③一般管理口座へ移転 

２ 

Ａ Ｂ 

関連付け 関連付け 

（対象事業者AとBの間の売買契約等の取り決めによる） 

１（３）排出量取引の例 

削減義務達成まで 
 
残り100 tCO2 

31 
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オフセットクレジットの取得 

対象事業所 

指定管理口座 

中小規模事業所
の所有者等 

一般管理口座 
③中小ｸﾚｼﾞｯﾄを
発行 

50 
tCO2 

50 
tCO2 

50 
tCO2 

④取引参加者Ａと対象事業者Ｂの間で
中小ｸﾚｼﾞｯﾄを移転 

⑤指定管理口座
へ移転 

対象外 
①削減を達成 

対象事業者 

関連付け 

中小規模事業所 
１ ２ 

Ａ 
Ｂ 

１（３）排出量取引の例 

中小ｸﾚｼﾞｯﾄの場合は、中小規模事業
所の所有者等の一般管理口座に直接
発行される。 

②削減量の認定
を受ける 

一般管理口座 

⑥義務充当 

削減義務達成まで 
 
残り50 tCO2 
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オフセットクレジットの取得 

④指定管理口座
へ移転 

⑤義務充当 

①グリーン電力証書を購入 

グリーン
電力証書 

○○kWh 

②電力量の認証
を受ける 

１（３）排出量取引の例 

100 
tCO2 

100 
tCO2 

２ 

Ｂ 

関連付け 

指定管理口座 

対象事業所 

対象事業者 

一般管理口座 

③再エネクレジットを発行 

再エネクレジットの場合は、対象事業所の 
所有者の一般管理口座に直接発行される。 

削減義務達成まで 
 
残り100 tCO2 
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複数の事業所の義務者の場合の例 

①超過削減
を達成 

対象事業所 

指定管理口座 

対象事業者 

一般管理口座 

②超過削減量 

を発行 

100 
tCO2 

100 
tCO2 

30 
tCO2 

70 
tCO2 

対象事業者Ａが対象事業所１、２、３の３つの事業所の義務者になっていて、 

事業所１は義務を超過達成、事業所２、３はクレジットが必要な場合 

③一般管理 

 口座へ移転 

④２と３の指定管理口座
へ移転 

⑤
義
務
充
当 

関連付け 

Ａ 

１ ２ ３ 

１（３）排出量取引の例 

削減義務達成まで 
 
残り30 tCO2 

削減義務達成まで 
 
残り70 tCO2 
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２．排出量取引に係る各種手続 

35 



一般管理口座の開設（１） 

 申請者 
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 排出量取引をお考えの方 
ア 指定地球温暖化対策事業者（法人、個人を問わない。） 

イ 法人（外国法人で国内に事務所、営業所等を有しないものを除く） 

ウ 次のいずれかに該当する個人 

 口座管理者 

 オフセットクレジットの発行を受けることができる者 

 一般管理口座の口座名義人（個人）について相続があった場合
の相続人 

※１口座につき１口座名義人に限る。 

※指定地球温暖化対策事業者又は口座管理者以外の者が口座を開 

設する際は、１口座につき１３，４００円の手数料がかかる。 

一般管理口座開設申請書 

 申請書類 

２ 排出量取引に係る手続 



一般管理口座の開設（２） 

全申請者 印鑑証明書（発行後６か月
以内のもの）※ 

個人のうち、印鑑証明書から氏名及
び住所が確認できないもの 

住民票（発行後６か月以内のもの） 

個人のうち、オフセットクレジット
発行事業者 

オフセットクレジット認定通知書のコピー 

個人のうち、相続人 被相続人の戸籍謄本など 

37 

  

 添付書類 

２ 排出量取引に係る手続 

   ※排出量取引に係る申請又は届出が２回目以降で、既に印鑑証明書（原本）を 提出し
ている場合は、コピー（６か月以内のもの）でも可。 

     ただし、印鑑証明書の内容（印影、商号、本店所在地、代表者氏名等）について直近
で提出したものから変更があった場合は、最新の内容を反映した印鑑証明書（原本）を
添付すること。 
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 提出物のイメージ  

印 鑑 証 明 書 

 

印 

名        称  株式会社東京○○ 
主たる事業所  東京都千代田区□□町一丁目１番
１号 
               代表取締役 東京太郎 
               昭和○年△月□日 生 

 

これは提出されている印鑑の写しに相違ないことを証明す
る。 

①一般管理口座開設申請書 ②印鑑証明書（原本） 

 

印 

③申請書の電子データ 
（CD-Rやフロッピー） 
※USBは不可 

２ 排出量取引に係る手続 

一般管理口座の開設（３） 



  ありません。 
   振替可能削減量の発行、取得又は移転を行うときまでに開設申請を行ってください。 

   申請書の受理後、口座開設までに時間を要しますので、余裕を持って開設されること 

   をお勧めします。 
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 申請期限  

 提出方法 

  窓口への持参又は郵送 ※窓口は事前予約制  

   申請書の提出後、口座開設手続が完了したら、東京都から「一般管理口座開設
通知書」及び口座簿利用者番号（ログインＩＤ）を送付 

２ 排出量取引に係る手続 

一般管理口座の開設（４） 



 申請者 
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 特定地球温暖化対策事業者 

 一つの申請で複数の指定管理口座の超過削
減量をまとめて発行することが可能。 

 義務者が複数の場合は、原則、連名での申請
となる。 

 口座管理者を登録している場合は、口座管理
者が申請できる。 

 

振替可能削減量等発行等申請書 

 申請書類 

 

２ 排出量取引に係る手続 

超過削減量の発行（１） 



 添付書類  

超過削減量の発行（２） 

発行情報の公表
を希望する者 

振替可能削減量の発行等に係る 
情報の公表について※1 

口座名義人の 

情報に変更が 

あった者 

印鑑証明書（発行後６か月以内の
もの）※2 
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２ 排出量取引に係る手続 

※1 公表を希望した場合は、東京都環境局ホームページに発行情報を公表します。公
表様式の提出がない場合は、公表いたしません。 
※２ 既に提出しており、記載内容に変更がない場合は添付不要 。印鑑証明書の内容
（印影、商号、本店所在地、代表者氏名等）について、直近で提出したものから変更が
あった場合のみ、最新の内容を反映した印鑑証明書（発行後６か月以内のもの）の添付
が必要。  



④印鑑証明書 
（必要な場合） 

超過削減量の発行（３） 

 提出物のイメージ  

①振替可能削減量等発行等
申請書 

②振替可能削減量の発行等に
係る情報の公表について 

（必要な場合） 

③申請書の電子データ 
（CD-Rやフロッピー） 
※USBは不可 

 

印 

２ 排出量取引に係る手続 
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口座管理者とは 

 口座管理者は、削減義務者に代わって、指定管理口座に係る申請（超過削減
量の発行・移転、義務充当の申請など）を行うことができる。 

 削減義務者の同意があれば、誰でも口座管理者になることができる。 

 口座管理者の登録申請は削減義務者全員の記名押印が必要。 

・口座管理者の登録後は、単独義務者の場合と同じ手続手順となる。 

A 

指定管理口座に係る申請手続は
全ての口座名義人の連名である
必要がある。 

B C D E 

口座管理者を登録すると・・・ 

A 

口座管理者Aは単独で指定管理
口座に係る申請手続を代行可能 

B C D E 

２ 排出量取引に係る手続 

口座管理者による申請 



 申請者 
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  振替可能削減量の移転元の口座
名義人 

 一つの申請で複数の種類の振替可能削減量
又は複数の組合せの口座間について、まとめ
て振替が可能。 

 指定管理口座について、義務者が複数の場合
は、原則、連名での申請となる。 

 指定管理口座について、口座管理者を登録し
ている場合は、口座管理者が申請できる。 

 

 

振替可能削減量振替申請書 

 申請書類 

 

２ 排出量取引に係る手続 

クレジットの振替（１） 



 添付書類  

クレジットの振替（２） 

口座名義人の 

情報に変更が 

あった者 

印鑑証明書（発行後６か月以
内のもの）※ 

個人のうち、印鑑証明書から
氏名及び住所が確認できない
もの 

住民票（発行後６か月以内のもの） 

45 

２ 排出量取引に係る手続 

※ 既に提出しており、記載内容に変更がない場合は添付不要 。印鑑証明書の内容（
印影、商号、本店所在地、代表者氏名等）について、直近で提出したものから変更があ
った場合のみ、最新の内容を反映した印鑑証明書（発行後６か月以内のもの）の添付
が必要。  



②印鑑証明書（必要な場合） 

クレジットの振替（３） 
 提出物のイメージ  

①振替可能削減量振替申請書 

③申請書の電子データ 
（CD-Rやフロッピー） 
※USBは不可 

２ 排出量取引に係る手続 

46 

 

印 
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申請様式等の掲載 

 
 

 

 

 

＜提出書類＞ 

各申請様式については、東京都環境局ＨＰからダウンロー
ドできます。 

必要書類及び手続の詳細についても掲載しておりますので
ご確認ください。 

掲載場所の 

画面イメージ 

 
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climat
e/large_scale/documents/index.html 

２ 排出量取引に係る手続 
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３．第２計画期間に実施が予定されている事項 



指定管理口座開設申請の廃止 

49 

※施行日：2016年10月1日 

 口座簿の閲覧、利用に必要なログインID等の情報は、「指定地球温暖
化対策事業所指定通知書」により全義務者に通知される。 

 指定地球温暖化対策事業者が変更となった場合、すべての変更後の
事業者にログインID等が通知される。 

 2016年10月1日時点で、口座未開設事業者（開設義務のなかった
指定地球温暖化対策事業者）に対しては、知事が職権で開設し、ロ
グインID等を通知する。 

 事業者からの開設申請によらず、知事が指定地球温暖化対策事業所
の指定を行う際に、職権で開設 ⇒開設申請を廃止 

３ 第２計画期間に実施が予定されている事項 



一般管理口座の更新（１） 

50 

更新の対象となる一般管理口座 

 指定地球温暖化対策事業者及び口座管理者以外の者が開設した一
般管理口座 

（※）オフセットクレジットの発行を受けることができる者、取引参加者（仲介事業者等）、 
   指定取消事業者 

 

 指定取消しとなった事業者については、他に指定地球温暖化対策事
業所を保有している場合を除き、更新手続の対象となる。 
 

 
 

３ 第２計画期間に実施が予定されている事項 



一般管理口座の更新（２） 
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更新手続 
 第２計画期間も継続して口座を利用する意思がある場合、 

 「一般管理口座更新申請書」を提出 

 

 更新対象一般管理口座の有効期限： 

 第1計画期間の整理期間末（2016年9月30日） 

 

 更新手数料：12,400円 

 

 手続を行わなかった場合： 

  2016年9月30日時点で指定地球温暖化対策事業者及び口座管理者
以外の一般管理口座は廃止、口座に記録されているクレジットは抹消 
 

 
 

３ 第２計画期間に実施が予定されている事項 
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４．総量削減義務と排出量取引システムについて 
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 総量削減義務と排出量取引システムとは 

＜義務履行状況＞ 

 

 

 

＜取引履歴＞ 

 

 

 

 

＜クレジットの保有量＞ 

 

 

 

＜△△会社＞ 

 都内中小ｸﾚｼﾞｯﾄ：100t 

 超過削減量：200t 

＜○○会社＞ 

10/1 超過削減量 発行 100t  

10/3 都外ｸﾚｼﾞｯﾄ 移転 50t 

＜○○ビル＞ 

基準排出量：3,500t 

2010年度排出量：3,000t 

銀行口座のようなイメージ 

クレジットの量や取引履歴などの情報を記録し、管理する電子システム 
インターネットを通じて、Webブラウザ上で操作できる。 
口座開設者は、自らの事業所の義務履行状況のほか、自分が開設した口座に記録されて
いるクレジットの量や取引履歴などを参照できる。 
利用時間：開庁日（土日、祝日を除く）9:00から18:00まで  

４ 総量削減義務と排出量取引システムについて 
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 システムのイメージ 

トップページ 

ログイン画面 

口座が開設されると、東京都からユー
ザIDとパスワードを記載した通知書が
送付される。 

※ 利用料は無料です。 

ユーザIDとパスワードを紛失した場合は、
「口座簿利用者番号通知申請書」の提出に
より再発行する必要があります。大切に保
管してください。 

４ 総量削減義務と排出量取引システムについて 
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 システムで何ができるか 

＜指定管理口座＞ ＜指定・一般共通＞ ＜一般管理口座＞ 

指定管理口座・一般管理口座が開設されると、次のことができる※1 

基準排出量、削減義務
率などの参照 

毎年度の温室効果ガス
排出状況の参照 

義務履行状況の参照 

移転の実行 

見積受付登録事業者
照会の利用 

クレジットの保有量の参
照 

クレジットの取引履歴の
参照 

口座開設者情報の参照 

※1 自分が開設した口座のみ 

４ 総量削減義務と排出量取引システムについて 
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 システムで何ができるか 

＜指定管理口座＞ 

指定管理口座が開設されると、次のことができる※1 

基準排出量、削減義務
率などの参照 

毎年度の温室効果ガス
排出状況の参照 

義務履行状況の参照 

※1 自分が開設した口座のみ 

超過削減量の発行可能な量が一目でわかる 

４ 総量削減義務と排出量取引システムについて 
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 システムで何ができるか 

＜指定・一般共通＞ 

指定管理口座・一般管理口座が開設されると、次のことができる※1 

クレジットの保有量の 

参照 

クレジットの取引履歴の
参照 

口座開設者情報の参照 

※1 自分が開設した口座のみ 

(例)一般管理口座の画面 

４ 総量削減義務と排出量取引システムについて 



ボタンを押して、移転完了！ 
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 システムで何ができるか 

＜一般管理口座＞ 

一般管理口座が開設されると、次のことができる※1 

移転の実行 

見積受付登録事業者
照会 

※1 自分が開設した口座のみ 

一般管理口座から一般管理口座

への移転の場合のみ、「移転実行

」の操作が必要。 

４ 総量削減義務と排出量取引システムについて 

申請書の都審査完了
後、売り手が行う 
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 システムで何ができるか 

＜一般管理口座＞ 

一般管理口座が開設されると、次のことができる※1 

移転の実行 

見積受付登録事業者
照会 

※1 自分が開設した口座のみ 

 
 

 

 

 

この画面で登録した情報がシステム上に公開される。 

４ 総量削減義務と排出量取引システムについて 

 

☝   売り手・買い手を
探すことができる！ 
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 システムではできないこと 

＜オンライン申請の機能＞ 

＜決済機能＞ 

次の機能はシステムにはないため、システムを利用せずに行う。 

口座の開設やクレジットの発行などの申請は、紙の申請書を 

作成し東京都に提出する。オンラインでの申請はできない。 

システムに記録するのはクレジットに関する情報のみであり、 

金銭の受け渡しに関する記録はできない。 

× 

× 

４ 総量削減義務と排出量取引システムについて 



口座簿利用者番号（ユーザＩＤ）・暗証番号を 

紛失した 
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 システムにログインするためのユーザＩＤ、初期暗証番号は 
「指定（又は一般）管理口座開設通知書」に記載あり 

 「口座簿利用者番号等通知申請書」により、ユーザＩＤの通知又は暗
証番号の再発行が可能 

⇒指定（又は一般）管理口座開設申請書の「振替可能削減量等  
  の管理を行う部署等の連絡先」宛てに郵送 

 初期暗証番号でログインすると、暗証番号の変更が必ず求められる 

⇒変更後、再度暗証番号の変更を行う場合は、一度ログアウトして 
  から作業を行うこと。その際、初期暗証番号を暗証番号として（再度） 
  設定することは、セキュリティ対策上、推奨しない 

４ 総量削減義務と排出量取引システムについて 



登録情報の確認 

 
口座名義人情報・連絡先の 

登録情報が最新の 

情報になっているか確認 

 

 口座の連絡先は、「地球温暖化対策計画
書」の連絡先とは別に設けられているの
で、特に注意が必要となる。 

４ 総量削減義務と排出量取引システムについて 
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５ 関係資料の掲載場所 
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システム 
ログインは
この先⇒ 

 
 

 

 

 

＜排出量取引＞ 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/trade.html 

64 

排出量取引の情報は、東京都環境局ＨＰから 

動画もご覧いただけます。 

５ 関係資料の掲載場所 

各申請様式は
こちら⇒ 
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排出量取引に関する情報公開について 

 
 

 

 

 

＜制度実績の公表＞ 

http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/climate/large_scale/data.html  

クレジットの発行量や取引量など、排出量取引に関する
情報を東京都環境局HPで公表しています。 

 に、「排出量取引に係る情報」としてPDFファイルを掲載  

５ 関係資料の掲載場所 

（例）排出量取引に係る情報（PDF）イメージ 
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 口座情報一覧について 
 指定管理口座、一般管理口座の口

座名義人や連絡先の情報を一覧化

したもの。 

 東京都環境局のホームページで閲

覧できる。 

 原則、全ての管理口座について情

報を公表する。 

（例）指定管理口座情報一覧（PDF）イメージ 

５ 関係資料の掲載場所 

口座番号が分からなくなった場合はここから確認 



「総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口」では、排出量取引に関する相談
についてもお受けしています。 

 

 

 

お気軽にご相談ください。 
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相談窓口にお気軽にご相談ください！！ 

＜総量削減義務と排出量取引制度 相談窓口＞ 

〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号 

        東京都庁第二本庁舎 16 階北側 

TEL ：03-5388-3438 
FAX ：03-5388-1380 
Email ：ondanka31@kankyo.metro.tokyo.jp   

口座の開設、取引に関する申請手続 

クレジットの取引方法 

会計税務の取扱い 

その他排出量取引に関すること 


